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アルファインターナショナルコミュニケーション合同会社

定款

第１章　総 則

（商号）

第１条　当会社は、アルファインターナショナルコミュニケーション合同会社と称する。

（目的）

第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

　　(1) 登録支援機関として行う特定技能外国人支援事業

　　(2) 職業安定法に基づく有料職業紹介事業

　　(3) 英会話教室の経営

　　(4) 人材の育成、職業適性、能力開発のための教育及びカウンセリング業務

　　(5) 高校、大学、専門学校等への進学に関する情報の提供及び生徒、学生の募集に関

するコンサルティング業務

　　(6) コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、設計、製造、

販売、保守、リース、賃貸及び輸出入並びにそれらに関するコンサルティング業

務

　　(7) コンピュータシステムによるデータ入力及びそれに伴う事務処理の受託

　　(8) アウトソーシング事業の受託及び請負

　　(9) 不動産の売買、賃貸借、管理及び仲介

　　(10) 不動産に関するコンサルティング業務

　　(11) 前各号に附帯又は関連する一切の事業

（本店の所在地）

第３条　当会社は、本店を愛知県犬山市に置く。

（公告方法）

第４条　当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

（定款の変更）

第５条　本定款は総社員の同意によって変更することができる。

２　社員が２名以上ある場合に前項の変更をする際に、社員に下記のいずれかの事由が生

じている間は、当該社員の同意は不要とする。

(1) 認知症、病気、事故、精神上の障害などによる判断能力の喪失

(2) 行方不明

(3) その他同意の意思表示ができない事由

３　前項の規定は、法令又は定款において社員の同意、承諾又は互選を要する場合に準用

する。この場合において、第２項中「同意」とあるのは、「承諾」又は「互選」と読み



替える。

第２章　社員及び出資

（社員の氏名、住所、出資及び責任）

第６条　社員の氏名、住所及び出資の価額並びに責任は次のとおりである。

　　　愛知県犬山市丸山天白町５６番地

　　　有限責任社員　奥村　正樹

　　　金５００万円

（持分の譲渡制限）

第７条　社員は、代表社員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡する

ことができない。

２　前項に伴う本定款の変更は、本定款第５条の規定にかかわらず、代表社員の同意に

よってすることができる。

３　前２項の規定は、代表社員に事故があるときは、他の業務執行社員がこれに代わる。

（以下、本定款において、代表社員が行うべき行為の定めがある場合において同様とす

る。）

第３章　業務執行権及び代表権

（業務執行の権利義務）

第８条　当会社の業務執行社員は、次のとおりとする。

　　　業務執行社員　奥村　正樹

（代表社員）

第９条　業務執行社員が２名以上ある場合は、そのうち１名以上を代表社員とし、業務執

行社員の互選をもって、これを定める。

２　業務執行社員が１名の場合は、当該業務執行社員を代表社員とする。

（利益相反取引の特則）

第１０条　業務執行社員が会社法第５９５条第１項の取引をする場合は、代表社員の承認

を受けなければならない。

２　代表社員が会社法第５９５条第１項の取引の当事者である場合は、同法同項の承認が

あったものとみなす。

（業務執行社員の報酬）

第１１条　業務執行社員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財

産上の利益は、総社員の同意をもって定める。

第４章　社員の加入及び退社



（社員の加入）

第１２条　新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければ

ならない。

（任意退社）

第１３条　各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合に

おいては、各社員は、３ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社

することができる。

（法定退社及びその特例）

第１４条　各社員は会社法第６０７条の規定により退社する。

２　前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合において

は当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継することとする。

第５章　計 算

（事業年度）

第１５条　当会社の事業年度は、毎年２月１日から翌年１月３１日までとし、事業年度末

日の翌日から３ヶ月以内に決算を確定する。

（損益分配）

第１６条　社員の利益分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

２　社員の損失分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

第６章　その他附則

（解散の事由）

第１７条　当会社は、次の事由によって解散する。

　(1) 総社員の同意

　(2) 会社の合併

　(3) 社員全員の退社

　(4) 会社の破産

　(5) 解散を命ずる裁判

（定款に定めのない事項）

第１８条　この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。

　以上、アルファインターナショナルコミュニケーション合同会社設立のため、社員の定

款作成代理人である行政書士法人ＴＯＴＡＬ代表社員高橋寿克は、電磁的記録である本定

款を作成し、これに電子署名をする。



令和５年２月８日

有限責任社員　奥村　正樹

上記有限責任社員の定款作成代理人　行政書士法人ＴＯＴＡＬ　代表社員　高橋　寿克
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